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1. 保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要 

データヘルス計画とは、健診・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った、効率的かつ効果的な保

健事業の実施を図るための計画である。また、生活習慣病予防及び重症化予防に取組み、国保加入

者の健康保持増進を図ることで、医療費適正化と健康寿命の延伸を目指すものである。 

第２期データヘルス計画は平成３０年（2018 年）から令和 5 年（2023 年）の 6 年間の計画

であり、令和 2 年度（2020 年度）は、その中間評価を実施することとしている。 

 

 

 

2. 保健事業実施計画（データヘルス計画）中間評価の目的 

中間評価の目的は、計画の進捗状況を確認し、保健事業をより効果的かつ効率的に展開するため

に必要な改善点等を検討し、目標達成に向けて方向性を確認することにある。 

更に、国民健康保険法等の改正、本市の計画全体の目標や事業の評価、見直しを実施し、最終

的な目的・目標の達成に向けた体制を再構築する。 

平成30年度に向けての構造図と法定計画等の位置づけ 2017.10.11

　「健康日本２１」計画
「特定健康診査等実施計画」 「データヘルス計画」 「介護保険事業（支援）計画」

法律

健康増進法
　第８条、第９条

　　　　第６条　健康増進事業実施者※

高齢者の医療の確保に関する法律
第１９条

国民健康保険法
　第８２条

介護保険法
第１１６条、第１１７条、第１１８条

高齢者の医療の確保に関する法律
第９条

医療法
　第３０条

基本的な指針
厚生労働省　健康局

平成24年6月
国民の健康の増進の総合的な

推進を図るための基本的な方針

厚生労働省　保険局
平成29年8月

特定健康診査及び特定保健指導の適切
かつ有効な実施を図るための基本的な指針

厚生労働省　保険局
平成28年6月

「国民健康保険法に基づく保健事業の
実施等に関する指針の一部改正」

厚生労働省　老健局
平成29年

　介護保険事業に係る保険給付の円滑な
実施を確保するための基本的な指針

厚生労働省　保険局
平成28年3月

医療費適正化に関する施策
について基本指針　【全部改正】

厚生労働省　医政局
平成29年3月

医療提供体制の確保に関する基本指針

根拠・期間 　法定　　平成25～34年（第2次） 　法定　平成30～35年（第3期） 　指針　平成30～35年（第2期） 　法定　平成30～32年（第7次） 　法定　平成30～35年（第3期） 　法定　平成30～35年（第7次）

都道府県：義務、市町村：努力義務 医療保険者 医療保険者 市町村：義務、都道府県：義務 都道府県：義務 都道府県：義務

「医療計画」「医療費適正化計画」

※　　健康増進事業実施者　とは　健康保険法、国民健康保険法、共済組合法、労働安全衛生法、市町村（母子保健法、介護保険法）、学校保健法

健診・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮

生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防

対策を進め、糖尿病等を予防することができれば、通院患

者を減らすことができ、さらには重症化や合併症の発症を

抑え、入院患者を減らすことができ、この結果、国民の生活

の質の維持および向上を図りながら医療の伸びの抑制を実

現することが可能となる。

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化

を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着

目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とす

るものを、的確に抽出するために行うものである。

生活習慣病対策をはじめとして、被保険者の自主

的な健康増進及び疾病予防の取り組みについて、保

険者がその支援の中心となって、被保険者の特性を

踏まえた効果的かつ効率的な保健事業を展開するこ

とを目指すものである。

被保険者の健康の保持増進により、医療費の適正化

及び保険者の財政基盤強化が図られることは保険者

自身にとっても重要である。

健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現

に向けて、生活習慣病の発症予防や重症化予防

を図るとともに、社会生活を営むために必要な機

能の維持及び向上を目指し、その結果、社会保障

制度が維持可能なものとなるよう、生活習慣の改

善及び社会環境の整備に取り組むことを目標とす

る。

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿病性腎症

高血圧

脂質異常症

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿性病腎症

高血圧 等

対象年齢 ４０歳～７４歳

被保険者全員
特に高齢者の割合が最も高くなる時期に高齢期を迎

える現在の青年期・壮年期世代、小児期からの生活

習慣づくり

ライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高

齢期）に応じて

対象疾病

基本的な考え方

計画策定者

評 価
①特定健診受診率

②特定保健指導実施率

⑩適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）

⑪適切な料と質の食事をとる

⑫日常生活における歩数

⑬運動習慣者の割合

⑭成人の喫煙率

⑮飲酒している者

虚血性心疾患

脳血管疾患

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

がん

虚血性心疾患

脳血管疾患

メタボリックシンドローム

肥満

糖尿病

糖尿病性腎症

高血圧

虚血性心疾患

脳血管疾患

ロコモティブシンドローム

認知症

メンタルヘルス

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率

②合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）

③治療継続者の割合

④血糖コントロール指標におけるコントロール不良者

⑤糖尿病有病者

※５３項目中 特定健診に関係する項目１５項目

⑥特定健診・特定保健指導の実施率

⑦メタボ予備群・メタボ該当者

⑧高血圧⑨脂質異常症

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

がん

糖尿病性腎症

糖尿病性神経障害

糖尿病性網膜症

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

がん末期

1号被保険者 65歳以上

2号被保険者 40～64歳 特定疾病

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

メタボリックシンドローム

糖尿病

生活習慣病

すべて

国民皆保険を堅持し続けていくため、国民の

生活の質の維持及び向上を確保しつつ、医療費

が過度に増大しないようにしていくとともに、良質

かつ適切な医療を効果的に提供する体制の確

保を図っていく。

医療機能の分化・連携を推進することを

通じて、地域において切れ目のない医療の

提供を実現し、良質かつ適切な医療を効率

的に提供する体制の確保を図る

すべて

糖尿病

心筋梗塞等の心血管疾患

脳卒中

がん

精神疾患
初老期の認知症、早老症

骨折+骨粗鬆症

パーキンソン病関連疾患

脊髄小脳変性証、脊柱管狭窄症

関節リウマチ、変形性関節症

多系統萎縮症、筋委縮性側索硬化症

後縦靭帯硬化症

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるように支援することや、要介護状

態または要支援状態となることの予防又は、要介護

状態等の軽減もしくは悪化の防止を理念としている

〇医療費適正化の取組

外来

①一人あたり外来医療費の地域差の縮減

②特定健診・特定保健指導の実施率の向上

③メタボ該当者・予備群の減少

③糖尿病重症化予防の推進

入院
病床機能分化・連携の推進

保険者協議会（事務局：国保連合会）を通じて、保険者との連携その他 保健事業支援・評価委員会（事務局：国保連合会）による計画作成支援

①5疾病・5事業

②在宅医療連携体制
（地域の実状に応じて設定）

（3）医療費等

①医療費②介護費

（２） 健康診査等の受診率

①特定健診率 ②特定保健指導率

③健診結果の変化 ④生活習慣病の有病者・予備群

（1）生活習慣の状況（特定健診の質問票を参照する）

①食生活 ②日常生活における歩数 ③アルコー

ル摂取量 ④喫煙

①地域における自立した日常生活の支援

②要介護状態の予防・軽減・悪化の防止

③介護給付費の適正化

保険者努力支援制度

【保険者努力支援制度制度分】を減額し、保険料率決定
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3. 目標の達成状況 
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4. 成果目標に対しての中間評価 

 

 

 

 

 

データヘルス計画の目標管理一覧表
区分

A

B

C

D

E

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

特定健診受診率60％以上 37.8% 44.0% 43.1% 60.0%
特定健診・特
定保健指導

B

特定保健指導実施率60％以上 49.5% 52.0% 57.7% 60.0% A

特定保健指導対象者の減少率25％ 14.1% 18.0% 19.2% 25.0% A

適正受診を推進し、重症化し

て入院する患者を減らす
入院医療費の伸び率を国並みの43.2％とする 54.5% 48.9% 54.0% 43.2% D

脳血管疾患の総医療費に占める割合10％減少 2.8% 2.6% 13.1% 2.5% D

虚血性心疾患の総医療費に占める割合10％減少 1.5% 1.4% 12.2% 1.3% D

糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少10％ 60.9% 57.5% 66.0% 54.8% D

健診受診者の高血圧の割合減少25％（160/100以上） 8.4% 7.4% 8.1% 6.3% D

健診受診者の脂質異常者の割合減少25％（ＬＤＬ180以上） 3.3% 2.8% 4.2% 2.4% D

健診受診者の糖尿病有病者の割合減少25％（HbA1c6.5以上） 4.7% 4.2% 9.8% 3.5% D

メタボリックシンドローム・予備群の割合減少25％ 18.9% 16.5% 15.5% 14.1%
特定健診・特
定保健指導

A

糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合30％ 5.7% 16.0% 11.7% 30.0% D

糖尿病の保健指導を実施した割合50％以上 0.0% 30.0% 35.5% 50.0% A

がん検診受診率　胃がん検診　40％以上 5.8% 20.0% 7.2% 40.0% D

　　　　　　　　　　肺がん検診　40％以上 9.9% 20.0% 8.4% 40.0% D

　　　　　　　　　　大腸がん検診　40％以上 8.7% 20.0% 8.3% 40.0% D

　　　　　　　　　子宮頸がん検診　40％以上 12.2% 20.0% 16.6% 40.0% B

　　　　　　　　　乳がん検診　　　40％以上 14.8% 20.0% 19.4% 40.0% B

自己の健康に関心を持つ住民が
増える

健康ポイント等の取組を行う実施者の割合50％以上 33.4% 40.0% 35.0% 50.0% B

・数量シェアH28年度74.2％
後発医薬品の使用により、医療費
の削減

後発医薬品の使用割合77.5％以上 74.2% 75.5% 79.7% 77.5% A

※R2にR1のデータで中間評価を行う。

・がんによる死亡率が48.6％
で県・同規模と比較して高い。
・がん検診受診率が国・県と比
較して低い。

がんの早期発見、早期治療
集団検診事業
複合健診事業

健康課題 達成すべき目的 課題を解決するための目標 事業

評価基準

目標に達した

目標に達していないが、改善傾向にある

変わらない

悪化した

評価困難

・特定健診受診率が県と比べ
て低く、治療無し未受診者の
割合も多い。

・長期入院では虚血性心疾
患・脳血管疾患で25％を占め
ており、人工透析の割合から
見ても87％を占めている。

・重症化予防対象者ではｺﾝﾄ
ﾛｰﾙ不良者も多く、治療中のﾒ
ﾀﾎﾞ該当者も多い。また、治療
無しではﾒﾀﾎﾞ・高血圧が多い
傾向である。
・糖尿病性腎症を原因とする
透析者が全透析者の60.9％を
占めている。
・総医療費に係る狭心症の割
合が県・全国平均と比べ多く、
短期目標の医療費では高血
圧が多い。

医療費削減のために、特定健

診受診率、特定保健指導の実

施率の向上により、重症化予

防対象者を減らす

重症化予防

重症化予防

評価

脳血管疾患、虚血性心疾患、
糖尿病性腎症による透析の医
療費の伸びを抑制する

脳血管疾患、虚血性心疾患、

糖尿病性腎症の発症を予防す

るために、高血圧、脂質異常

症、糖尿病、メタボリックシ

ンドローム等の対象者を減ら

す

特定健診・特
定保健指導
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5. 各目標値に対する評価の 4 つの視点（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカム） 

（１）特定健診受診率 

 

◆総合評価：B 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：43.1％（▲0.9％） 

② 実 施 量 （アウトプット）：年間 3 回にわたる対象者への勧奨通知（キャンサースキャン）。民

間企業約 20 社への職場での受診情報の提供依頼。広報誌掲載。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：未受診者の受診をしない理由として、「知らなかった」「忙しかった」が

多くを占めていることから、個人への受診機会の情報提供が必要と分析。個人への勧奨を実施。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：民間企業の情報提供協力、民間企業からの効果的な勧奨方法

の学習。 

◆見直し・改善策 

・受診率が過去最高値である 43.1％となったことから、プロセス→アウトプットの効果が出たと評価する。

一方、本やり方のみでは「知らなかった」「忙しかった」を理由（全体の約半数）とする被保険者に対して

のアプローチが十分とは考えにくいため、上記のやり方（勧奨）を継承しながら、地域を巻き込んだ取組

みや、注目を集める手法を実施し、被保険者に受診機会と必要性の情報が行き渡るようにする。 

・将来のことを見据え 20 代 30 代での受診の習慣化についても着手する。 

・最終目標値 60％を達成するためには、医師の協力（受診促進や情報提供）が必要不可欠である

ため、医師会及び医療機関へ訪問し、連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

特定健診受診率60％以上 37.8% 44.0% 43.1% 60.0%
特定健診・特
定保健指導

B

課題を解決するための目標 事業 評価
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（２）保健指導実施率 

（３）特定保健指導対象者の減少率 

 

◆総合評価：A 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：実施率 57.7％（5.7％↗）、減少率 19.2％（1.2％↗） 

② 実 施 量 （アウトプット）：集団健診受診者を除く、特定保健指導対象者全員に初回

面接の案内通知（約 100 名）を実施。特定保健指導について認知しやすい資料を作成。

夜間個別相談の実施による相談のしやすさ強化。他の事業利用時に合わせての支援実施

（例、重症化予防事業実施の際に、来た対象者に指導実施）。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：対象者と接点を持つ機会を多く作り、指導機会を増やすととも

に、対象者自身が保健指導を理解できるように工夫する。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：特定保健指導専任の保健師の配置。特定保健指導の資料

作成（様式の変更）、通信運搬費の予算確保。 

◆見直し・改善策 

・対象者の中には、特定保健指導の事業を知らない対象者が多く、「指導」という名称に対しての抵抗

感を持っている対象者もいるため、イメージを改善していく。 

・個別健診、人間ドック受診者の利用率が低いため、医師からの説明後の行動変容を促せられるような

指導技法の改善を行う。 

・職場からの健診結果の情報提供を習慣化したのち、保健指導に繋げていく。 

・新型コロナウイルス感染症や他の感染症流行により支援の滞りが発生したため、感染対策も視野に入

れた ICT を利用した指導も検討していく。 

・KDB システムや保健指導支援ツール、質問票を使用した対象者の優先順位を決定し、対象者の行

動変容に繋がるツールとして活用していく。 

・受診者数の増加に対応できる指導体制を構築する。 

 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

特定保健指導実施率60％以上 49.5% 52.0% 57.7% 60.0% A

特定保健指導対象者の減少率25％ 14.1% 18.0% 19.2% 25.0% A

評価課題を解決するための目標 事業

特定健診・特
定保健指導
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（４）入院医療費の伸び率 

 

◆総合評価： D 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：54.0％（▲5.1） 

② 実 施 量 （アウトプット）：- 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：- 

④ 実施体制（ストラクチャー）：- 

◆見直し・改善策 

前述の（１）～（３）の健診結果や医療費に関するひとつひとつの目標達成に向けた取組を実施

することで疾病の重症化予防につながり、結果的に入院医療費の削減となる。そのため、目標値に対す

る評価は個別では不可能。その中で、下記考察を行う。 

・入院医療費の中でも大きな割合を占める「悪性新生物（がん）」については検診受診による早期発

見が必須であるが、十分とはいいがたい（改善策については、（１４）～（１８）のがん検診で記

載）。 

・「精神疾患」に関することでは、疾患や療養に関する理解・協力が得られるような地域づくり、保健所と

連携した支援体制強化が必要であり、その結果が医療費・介護給付費の削減につながる。そのため、地

域への働きかけや保健所との連携の機会を増やす。 

・「筋・骨格」に関しては、フレイル予防を強化することが重要である。手法としては、通いの場を利用した

活動機会の増加、活動しやすい環境整備、食生活改善であり、通いの場等を活用しポピュレーションア

プローチの機会を増やしていく。 

・「循環器系の疾患」や「神経系の疾患」に関することでは、引き続き重症化予防事業での取組を継続

し、健康づくりに対する意識付けを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

入院医療費の伸び率を国並みの43.2％とする 54.5% 48.9% 54.0% 43.2% 重症化予防 D

評価課題を解決するための目標 事業
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（５）脳血管疾患の総医療費に占める割合の減少 

（６）虚血性心疾患の総医療費に占める割合の減少 

（７）糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少 

（８）健診受診者の高血圧の割合減少（160/100 以上） 

（９）健診受診者の脂質異常者の割合減少（LDL160 以上） 

（１０）健診受診者の糖尿病有病者の割合減少（HbA1ｃ6.5 以上） 

 

 

◆総合評価：D 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：脳血管 13.1％（▲10.5％）、虚血性 12.2％（▲

10.8％）、糖尿病性 66.0％（▲8.5％）、高血圧 8.1％（▲0.7％）、脂質異常

4.2％（▲1.4）、糖尿病有病者 9.8%（▲5.6%） 

② 実 施 量 （アウトプット）：二次検査の実施、実施時の健康教育及び健康食の試食・

栄養指導。食生活改善推進員による健康食の試食提供。結果報告会における医師からの

健康教育及び個別指導の実施。他事業利用時に併せての支援実施。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：KDB システム及び保健指導支援ツールを活用の上、対象者

へ個別勧奨（文書、対面）を実施し、行動喚起を促す。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：保健師・看護師・管理栄養士の連絡体制強化。勧奨に使用

する教材の準備。食生活改善推進員の人員確保。高齢者支援課への情報提供。 

◆見直し・改善策 

・二次検査対象者の抽出方法が健診の検査結果のみでなく問診からの既往・現病歴等のデータも参

考にしているため、対象者に応じたより専門性の高い保健・栄養指導が必要になる。そのため、現在実

施しているスキルアップ研修会等に積極的に参加し、さらなる力量形成をしていく。また、集団指導の場

においても管理栄養士と連携していく。 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

脳血管疾患の総医療費に占める割合10％減少 2.8% 2.6% 13.1% 2.5% D

虚血性心疾患の総医療費に占める割合10％減少 1.5% 1.4% 12.2% 1.3% D

糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少10％ 60.9% 57.5% 66.0% 54.8% D

健診受診者の高血圧の割合減少25％（160/100以上） 8.4% 7.4% 8.1% 6.3% D

健診受診者の脂質異常者の割合減少25％（ＬＤＬ180以上） 3.3% 2.8% 4.2% 2.4% D

健診受診者の糖尿病有病者の割合減少25％（HbA1c6.5以上） 4.7% 4.2% 9.8% 3.5% D

課題を解決するための目標 事業

重症化予防

評価
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・二次検査については医療機関に通院中で治療中の者も対象者としているため、二次検査を実施する

ことで生活習慣改善への意識付けにはなっている。同様に、検査費無料、個別での案内通知が検査受

診のきっかけになっている。そのため、今後も必要な者が受診できるような体制づくり（周知方法や抽出

方法の見直し等）を強化していく。 

・医療従事者との連携を図りながら二次検査前の健康教育内容の充実を図るとともに、検査の結果を

確認し改善に向けた取組に繋げられるよう引き続き支援する。また、集計したデータ等は健康増進係や

高齢者支援課に情報提供することで健康づくり・介護予防の普及啓発に活用し、後期高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施に向けた取組に役立てることができるよう事業整理を検討する。 

・健診未受診者の割合が約 6 割であることから本市の生活習慣病の発症・重症化予防に関する課題

の十分な把握につながっていない（改善策については（１）特定健診受診率で記載）。 

・地域の課題や特性の分析をするとともに、健康づくりに対して無関心な者へのアプローチ、継続できる取

組を検討する。 
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（１１）メタボリックシンドローム・予備軍の割合減少 

 

◆総合評価：A 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：15.5％（1.0％↗） 

② 実 施 量 （アウトプット）：特定保健指導・重症化予防事業など他事業と合わせての

支援（例、高血圧教室へ参加し、対象者が来た際に助言及び支援）。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）： 対象者と接点を持つ機会を多く作り、説明機会を増やすと

ともに、対象者自身がメタボリックシンドロームを理解できるように工夫する。保健指導判定

値と受診勧奨値との区別を対象者が分かるような資料の利用。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：指導対象者の優先順位の選定。血圧・糖尿病手帳等のパ

ンフレット準備。保健師・看護師・栄養士等の多方面からの指導が可能となるようにする。 

◆見直し・改善策 

・メタボリックシンドローム該当・予備軍は、特に男性に多く、血圧が該当する対象者が多い。そのような本

市の特徴を考慮し、優先順位の高い対象者選定を行う。 

・特定保健指導、重症化予防事業、各事業に該当する対象者の重なりを利用し、各事業から対象者

の把握と指導内容の情報整理をし、対象者の行動変容ステージに沿った支援を継続できるようにする。 

・若年層への健診の利用をすすめ、早い時期からの意識啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

メタボリックシンドローム・予備群の割合減少25％ 18.9% 16.5% 15.5% 14.1%
特定健診・特
定保健指導

A

評価課題を解決するための目標 事業
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（１２）糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合 

 

◆総合評価：D 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：11.7%（▲4.3％） 

② 実 施 量 （アウトプット）：受診勧奨通知。訪問による受診勧奨。結果報告会での個別

指導。糖尿病連携手帳の利用勧奨。他事業利用時に合わせての支援実施。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：鹿児島県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに沿っての支

援。KDB システム及び保健指導ツール（国保連合会提供対象者抽出・保健指導ツール）

の活用の上、対象者へ個別勧奨（文書、対面）を実施し、行動喚起を促す。糖尿病管理

台帳を活用した健診結果等の経年変化確認。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：保健師・看護師・栄養士の連絡体制強化。勧奨に使用する

教材の準備。県医師会・医療機関などの関係機関との連携強化。研修会等への参加による

保健指導スキルアップ。 

◆見直し・改善策 

・健診受診者のみのデータしか抽出できていないことから、治療の必要な高血糖の対象者が潜在的に多

く存在している可能性がある。そのため、健診受診率を増やし、対象者の掘り起こしを実施する（改善

策については、（１）特定健診受診率で記載）。 

・手段が文書を送付するのみとなっており、対象者に受診の必要性が伝わっていない可能性がある。可

能な限り面談での支援を実施できるような体制を再考するとともに、従事者の「伝える力」を向上させる。 

・薬物療法に頼るだけでなく、基本的な食事・運動など生活習慣の改善に着手する必要がある。それに

は、医師からの適切な診断・病状説明が必要であり、それを本市が引継ぎ（糖尿病連携手帳の活用

による医療と保健の連携）保健指導介入へと繋げていける体制を作っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合30％ 5.7% 16.0% 11.7% 30.0% 重症化予防 D

評価課題を解決するための目標 事業
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（１３）糖尿病の保健指導を実施した割合 

 

◆総合評価：A 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：35.5％（5.5％↗） 

② 実 施 量 （アウトプット）：訪問勧奨。利用勧奨通知の送付。結果報告会での個別指

導。糖尿病連携手帳の活用資料勧奨。他事業利用時に併せての支援実施。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：鹿児島県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに沿っての支

援。KDB システムを活用し、対象者へ個別勧奨（文書、対面）を実施。行動喚起を促す。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：保健師・看護師・管理栄養士の連絡体制強化。勧奨に使用

する教材の準備。県医師会・医療機関などの関係機関との連携強化。医療機関への指導内

容のフィードバック。研修会等への参加による保健指導スキルアップ。 

◆見直し・改善策 

・専門性が必要な事案であるため、腎症のある栄養指導が特に難しく、管理栄養士との連携を強化す

る。また、糖尿病専門医が常勤していないことから、明確な指示がなく、ガイドラインと照らし合わせながら

訪問指導従事者間で指導方針を立てて実施した。上記にもあるようにスキル不足があるため、糖尿病

連携手帳等を活用しながら医療機関との連携を強化し、対象者に応じた保健指導が展開できるように

する。 

・長年にわたって糖尿病をもつ対象者の認識不足や改善に向けた意識の欠落、治療に対するマンネリ化

傾向である中で、行動変容を起こすのが難しい。かかりつけ医などを通して保健指導に結びつけられるよ

う医療との連携していく。 

・従事者のマンパワー不足があり、長期にわたり糖尿病とともに生活している対象者に応じた支援の提供

が不十分。腎症が進行する前に、対象者に沿ったタイムリーな栄養指導をするためにも管理栄養士の専

属配置が必要。また、糖尿病専門医からの指示などを受け、より具体的な支援が提供できるような体制

づくりを強化していく。 

・健診受診者のみのデータしか抽出できていないことで、治療中で健診未受診者のデータ把握が困難。

今後、そのような対象者を抽出できるようなツールを活用しレセプト情報から支援介入に繋がるような方

法を検討していく。 

・糖尿病療養支援にはグループワークを用いた糖尿病教室をすることで対象者のモチベーションの維持向

上に繋がるため、今後はそのような場の提供を検討する。 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

糖尿病の保健指導を実施した割合50％以上 0.0% 30.0% 35.5% 50.0% 重症化予防 A

評価課題を解決するための目標 事業
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（１４）胃がん検診受診率 

（１５）肺がん検診受診率 

（１６）大腸がん検診受診率 

（１７）子宮頸がん検診受診率 

（１８）乳がん検診受診率 

 

◆総合評価：D 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：全検診の平均受診率 11.98％（▲8.02％）。がん発見数

は、（胃がん３名、肺がん１名、大腸がん、子宮頸がん、乳がん０名）。 

② 実 施 量 （アウトプット）：周知活動としては、希望調査（２月）、対象月での広報誌

や防災無線での広報を実施。また、受診日の拡張としては、女性がん検診を計 3.5 日間、肺

がん検診を計７日間、胃がん・大腸がん検診を計９日間実施。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：周知活動強化、受診日の拡張。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：市民の検診参加負担を減らすため、特定健診と同日に実施

（胃がん検診、大腸がんのみ）。 

◆見直し・改善策 

・がん検診の必要性認知が十分とは言えない。そのため、２月に実施される希望調査の存在を、地域を

巡回し説明することで、検診の存在と重要性の周知強化を図る。また、未受診者に対してのアプローチ

不足であるため、未受診者への勧奨通知を実施し、広報誌・防災無線のタイミングも調整することで認

知度向上を図る。 

 

 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

がん検診受診率　胃がん検診　40％以上 5.8% 20.0% 7.2% 40.0% D

　　　　　　　　　　肺がん検診　40％以上 9.9% 20.0% 8.4% 40.0% D

　　　　　　　　　　大腸がん検診　40％以上 8.7% 20.0% 8.3% 40.0% D

　　　　　　　　　子宮頸がん検診　40％以上 12.2% 20.0% 16.6% 40.0% B

　　　　　　　　　乳がん検診　　　40％以上 14.8% 20.0% 19.4% 40.0% B

評価課題を解決するための目標 事業

集団検診事業
複合健診事業
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（１９）健康ポイント等の取組を行う実施者の割合 

 

◆総合評価：B 

◆目標値に対する評価 ※受診者に対してのノベルティ（指定ごみ袋引換） 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：35.0％（▲5.0％） 

② 実 施 量 （アウトプット）：年間 3 回にわたる対象者への勧奨通知（キャンサースキャン）。

民間企業約 20 社への職場での受診情報の提供依頼。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：未受診者の受診をしない理由として、「知らなかった」「忙しかっ

た」が多くを占めていることから、個人への受診機会の情報提供が必要と分析。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：民間企業の情報提供協力。民間企業からの効果的な勧奨方

法の学習。 

◆見直し・改善策 

・計画当初は、特定健診受診者に対してのノベルティ（指定ごみ袋）の引換率を実施者の割合として

カウントしていた。しかし、健診受診のみが健康ポイントではなく、健康を心がけて行う行動自体を評価し

ていくべきであると考えるため、高齢者支援課で実施している元気度アップポイント1の引換率を、後期に

おける本健康ポイント等の取組とする（参考：H30 年度は 45.6％、R1 年度は、44.3％）。 

・今後は、地域と高齢者支援課、健康保険課の協力体制を整え（ストラクチャー）、制度の更なる周

知を行う（プロセス）。具体的には、広報誌のみでなく健康教育や健康づくりの必要性等を各地域への

巡回により実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 元気度アップポイント：自らの自主的な健康づくりや若者、中年齢層、高年齢層などの各年齢層が行う
高齢者の見守り等のボランティア活動等に対して、地域商品券に交換できるポイントを付与し、高齢者の

健康維持や介護予防への取組を促進するとともに、高齢者を地域全体で支える活動を促進し地域活性化を

図るポイント制度。 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

健康ポイント等の取組を行う実施者の割合50％以上 33.4% 40.0% 35.0% 50.0% - B

評価課題を解決するための目標 事業
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（２０）後発医薬品の使用割合 

 

◆総合評価：A 

◆目標値に対する評価 

① 実 施 成 果 （アウトカム）：79.7％（4.2％↗） 

② 実 施 量 （アウトプット）：年 3 回の医療費差額通知を被保険者に対して実施。広報誌

（国保だより）に詳細を掲載。保険証カバー等への印字。高齢受給者証交付会での説明。 

③ 実 施 手 順 （プロセス）：情報に触れる機会の創出。 

④ 実施体制（ストラクチャー）：国保連合会との連携（医療費差額通知の作成）。 

◆見直し・改善策 

・75.5％の目標値に対して、79.7％と 4.2 ポイントアップとなったことから、プロセス→アウトプットの効果

が出たと評価する。また、県目標値である 80％も目前であるため、今後は 80％以上をキープできるよう

現体制を維持していくとともに、更なるジェネリック医薬品の認知度向上のため電話勧奨等も業務量を

考慮の上実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期値 目標値
実績値

（中間評価値）
最終評価値

Ｈ28 R1 R1 R5

後発医薬品の使用割合77.5％以上 74.2% 75.5% 79.7% 77.5% - A

評価課題を解決するための目標 事業
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6. 今後の取組み 

（１）今後 3 年間の取組みと優先順位の見直し 

４．成果目標に対しての中間評価を見てもわかる通り、短期的な取組みで改善できる項目の内

（１）特定健診受診率、（２）保健指導実施率、（３）特定保健指導対象者の減少率、（１

１）メタボリックシンドローム・予備軍の割合減少、（１３）糖尿病の保健指導を実施した割合、（１

７）子宮頸がん検診受診率、（１８）乳がん検診受診率、（１９）健康ポイント等の取組を行う

実施者の割合、（２０）後発医薬品の使用割合については、A 判定（目標に達した）、B 判定

（目標に達していないが、改善傾向にある）となっており、改善がなされていると評価できるため、引き続

きの取組みを実施していく。ただし、計画後半となれば前半と同じような成長曲線を描くことは難しいこと

が予想されるため、年度単位での状況把握及び改善は必須である。 

一方、短期的な活動で改善できる項目の内、（１２）糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割

合、（１４）胃がん検診受診率、（１５）肺がん検診受診率、（１６）大腸がん検診受診率につ

いては、D 判定（悪化した）であるため、取組みの見直し及び行動が急務であると言え、取組みの優先

順位として上位とする。 

また、（５）脳血管疾患の総医療費に占める割合の減少、（６）虚血性心疾患の総医療費に占

める割合の減少、（７）糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少、（８）健診受診者の高血

圧の割合減少、（９）健診受診者の脂質異常者の割合減少、（１０）健診受診者の糖尿病有

病者の割合減少については、先に述べた（１）特定健診受診率、（２）保健指導実施率、（３）

特定保健指導対象者の減少率、（１１）メタボリックシンドローム・予備軍の割合減少の長期的な結

果によって改善されていくものであるため直接的な介入改善は難しい。 

残りの（４）入院医療費の伸び率に関しては、重要度は高いが、医療の発展による治療方法の拡

大、高齢者の増加という社会情勢が大きく影響していることから、本市の取組みだけでは改善できない内

容であると言える。ただし、先にも述べた短期的な活動の改善は行われているため、10年後、20年後に

は多少の取組み結果が出てくると期待し、引き続き取り組んでいく。 

 

 

高

（１４） 胃がん検診受診率

（１５） 肺がん検診受診率

低

低 緊急度 高

重
要
度

（１８） 乳がん検診受診率

（１）     特定健診受診率

（２）     保健指導実施率

（１７） 子宮頸がん検診受診率

（１２） 糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合

（１３） 糖尿病の保健指導を実施した割合

（１６） 大腸がん検診受診率

（１９） 健康ポイント等の取組を行う実施者の割合（１１） メタボリックシンドローム・予備軍の割合減少

（２０） 後発医薬品の使用割合

（６）     虚血性心疾患の総医療費に占める割合の減少

（７）     糖尿病性腎症による透析導入者の割合の減少

（８）     健診受診者の高血圧の割合減少（160/100以上）

（９）     健診受診者の脂質異常者の割合減少（LDL160以上）

（１０） 健診受診者の糖尿病有病者の割合減少（HbA1ｃ6.5以上）

（５）     脳血管疾患の総医療費に占める割合の減少

（４）     入院医療費の伸び率

（３）     特定保健指導対象者の減少率
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 最後に、すべての改善の根本にあるものは毎年の各種受診とその結果を基にした保健指導であり、そ

の重要性を市民が理解し、行動を起こすことができるよう市民に対しての“健康教育”を継続的に行わな

ければならない。 
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（２）目標値の見直し 

令和元年度までの取組みと実績を考慮し、当初計画目標値が実態と合わないものについては、以下

の通り目標値を見直す。 
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